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学校安全ボランティア
辞退の手続き
学校安全ボランティアに登録して
いる人で、活動を辞める場合は、3
月 31 日㈯までに登録した学校へ連
絡し、腕章を返却してください。連
絡がない場合は、次年度への継続
登録となります問学校教育課（☎
64-1392）

固定資産税の
縦覧・閲覧
市内の土地・家屋について、土
地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固
定資産課税台帳の閲覧を行います▼
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧＝
固定資産税の納税者 市内の土

地・家屋の固定資産評価額など▼固
定資産課税台帳の閲覧＝ 納税義務
者、借地・借家人など一定の権利を
有する人 所有している土地や家屋
の評価額・課税標準額・税相当額な
ど。縦覧・閲覧期間と場所＝ 4月 2
日㈪～5月 31日㈭ 8時 30分～ 17
時 15 分（12 時～ 13 時、土・日曜
日、祝日を除く）、税務課 無料。本
人確認ができるものと印鑑を持参問
税務課（☎ 64-1316）

不動産無料相談会
4 月 6日㈮ 10時～ 16時（受け付
けは 15時 30 分まで）、京都商工会
議所（京都市中京区烏丸通丸太町下
ル） 不動産鑑定士が土地の評価・
賃料・権利関係・有効利用などの相
談に応じます 無料問㈳京都府不動
産鑑定士協会（☎ 075-211-7662）

平成24年度
水質検査計画を公表
市は、平成24年度の水質検査計画
を公表します 水質検査計画の基本
方針、水道事業の概要、原水・浄水
の水質状況と水質管理上の留意点、
水質検査を行う項目・採水地点・採
水頻度と理由、臨時の水質検査事項、
水質検査方法、水質検査計画・検査結
果（原水・給水栓）の公表方法、採
水地点地図。詳しくは、市 をご覧
ください問薪浄水場（☎ 62-8282）

「広報京たなべ」を
音声でお届け
毎月 1・15日発行（1･8 月は 1日
号のみ） 市内に在住する視覚に障
がいのある人 広報京たなべ（抜粋）
の音訳カセットテープを郵送。発行
日の数日後に配達 無料問市長公室

介護者交流会
3月 26日㈪13時 30分～15時、
社会福祉センター 高齢者を自宅
で介護している人 介護者同士で
交流 無料問社会福祉協議会（☎
62-2222）

近畿地区国立大学法人など
技術職員を募集
昭和 57年 4月 2日以降に生ま

れた人 募集区分＝電気・機械・建
築など。勤務地＝京都・大阪・神戸
大学など近畿地区の国立大学や高等
専門学校。受付期間＝4月1日㈰～
10日㈫。第1次試験日＝5月20日
㈰。詳しくは、 をご覧ください問
近畿地区国立大学法人等職員統一採
用試験事務室（☎ 075-753-2227、
http://www.kyoto-u.ac.jp/

siken/）

普通救命講習
4 月 7 日㈯ 9時～ 12 時、消防署
北部分署 AED（自動体外式除細
動器）を使った心肺蘇生の講習。一
定レベル以上の技術を習得した人に
は修了証を発行します 10人 無
料 前日までに☎で申し込み問▼消
防署（☎ 63-1125）▼消防署北部
分署（☎ 65-0119）

カラダと心のツボを
体感する会
4 ～ 6 月の第 2・4 金曜日 14 時
～ 15 時 30 分、社会福祉センター
体のゆがみを整える動き方・誰

でもできるヨガなど 30人 300
円問健康つぼ愛好会（☎ 63-2055）

（☎ 64-1320）

届いていますか
きょうと府民だより
京都府が発行している「きょうと
府民だより」は、毎月 1日に新聞折
り込み（京都・朝日・毎日・読売・産
経・日本経済新聞）でお届けしていま
す。新聞を購読していないなど、府民
だよりが届かない場合は無料で郵送
します。また、点字版・文字拡大版・
テープ版・デイジー版も発行してい
ます。希望する人は、ご連絡ください
問京都府広報課（☎075-414-4074、
ＦＡＸ 075-414-4075、 http://www.
pref.kyoto.jp/koho/dayori/）

市と教育委員会事務局は、4月 1日から
下表のとおり組織の一部を変更します。
問合せ先＝▼市の組織に関すること…

総務室（☎ 64-1337）▼教育委員会事務
局の組織に関すること…教育総務室（☎
64-1391）

イギリスは、イングランド・
スコットランド・ウェールズ、
そして北アイルランドの 4つ
の国が集まった連合王国で、
正式名称は「グレートブリテ
ンおよび北アイルランド連合
王国（略称U.K.）」です。
4 つの国は、それぞれ独自
の文化・象徴をもっています。
また、イングランドを除く 3
つの国では、英語のほかに独
自の言語が使われています。
愛国心が強く、自分を紹介す
るとき、イギリス人ではなく、
スコットランド人・ウェール
ズ人・アイルランド人と名乗

る人が多いです。
「U.K.」は、日本語で「イ
ギリス」または「英国」と表
すことは知っていましたが、
私は来日してから、日本の「イ
ギリス」という表現は、イン
グランドだけをイメージして
使われているように感じまし
た。
だから、同じ意味で使われ
る言葉ですが、私は、「イギリ
ス」より「英国」という表現
が気に入っています。
【同文の英語版は、市ホー
ムページに掲載しています】

森
林
法
改
正
に
よ
り
、
４
月
か

ら
森
林
の
所
有
者
届
出
制
度
が
始

ま
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
４
月

１
日
以
降
に
森
林
を
所
有
し
た
人

は
、
市
町
村
長
へ
の
事
後
届
出
が

義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

【
届
出
対
象
者
】

売
買
・
相
続
な
ど
で
森
林
の
土

地
を
新
た
に
取
得
し
た
個
人
や
法

人
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土

地
売
買
契
約
の
届
出
を
提
出
し
て

い
る
人
は
対
象
外
で
す
。

【
届
出
期
間
】

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日
か

ら
９０
日
以
内

【
届
出
方
法
】

農
政
課
に
あ
る
「
森
林
の
土
地

の
所
有
者
届
出
書
」
に
、
届
出
者

と
前
所
有
者
の
住
所
・
氏
名
、
所

有
者
と
な
っ
た
年
月
日
、
所
有
権

移
転
の
原
因
、土
地
の
所
在
場
所
・

面
積
、土
地
の
用
途
な
ど
を
書
き
、

登
記
事
項
証
明
書
（
写
し
可
）
ま

た
は
土
地
売
買
契
約
書
な
ど
権
利

を
取
得
し
た
こ
と
が
分
か
る
書
類

の
写
し
・
土
地
の
位
置
を
示
す
図

面
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い

取
得
し
た
森
林
の
面
積
に
関
わ

ら
ず
、
届
け
出
を
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
農
政
課
か

京
都
府
山
城
広
域
振
興
局
森
づ

く
り
推
進
室
（
☎
２１
・
３
０
８
７
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
届
出
・
問
合
せ
先
】

農
政
課
（
☎
６４
・
１
３
６
２
）

市は、特別障害者手当と障害児福祉手当を支給して
います。現在手当を受給していない人で、該当すると
思われる人はご相談ください。発達障害と診断され、
日常生活（在宅）において常時特別の介護を必要とす
る場合も該当する場合があります。
これらの手当の支給には、対象者と扶養義務者の所
得制限があります。また、申請時に医師の診断書が必
要となる場合があります。
【特別障害者手当】
20 歳以上で、重度の障がいが 2つ以上重複するな
どにより、日常生活において常時特別の介護を必要と
する在宅の重度障がい者に支給します
障がい者支援施設や養護老人ホームなどに入所した
場合や、病院・診療所に継続して 3カ月を超えて入院
した場合などは支給されません。
【障害児福祉手当】
20 歳未満で、日常生活において常時介護を必要と
する在宅の重度障がい児に支給します
肢体不自由児施設などに入所した場合や、障がいを
支給事由とする公的年金を受けることができる場合は
支給されません。
【問合せ先】
障害福祉課（☎ 64-1372）

市
は
、一
定
程
度
以
上

の
障
が
い
の
あ
る
人
の

暮
ら
し
に
役
立
て
て
も

ら
う
た
め
、平
成
２４
年
度

の
福
祉
タ
ク
シ
ー
・
ガ
ソ

リ
ン
利
用
券
を
交
付
し

ま
す
（
＝
写
真
）。
上
表

に
該
当
す
る
人
は
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
２３
年
度
の
利
用
券
の
有
効
期
限
は
３
月
３１
日

㈯
ま
で
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

【
利
用
券
の
有
効
期
間
】

４
月
１
日
㈰
～
平
成
２５
年
３
月
３１
日
㈰

【
申
請
・
交
付
期
間
】

４
月
２
日
㈪
～
平
成
２５
年
３
月
２９
日
㈮

４
月
１
日
以
降
も
対
象
と
な
る
こ
と
が
確
実
な
人

に
は
、
市
か
ら
案
内
を
郵
送
し
ま
し
た
。
該
当
す
る

人
は
、
３
月
２６
日
㈪
か
ら
申
請
で
き
ま
す
。

な
お
、
３
月
３１
日
㈯
ま
で
に
手
帳
の
再
判
定
期
日

を
迎
え
る
人
で
、
手
続
き
中
の
人
は
、
再
判
定
後
の

交
付
と
な
り
ま
す
。

【
受
付
時
間
】

午
前
８
時
３０
分
～
午
後
５
時（
正
午
～
午
後
１
時
、

市
役
所
閉
庁
日
を
除
く
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

▼
福
祉
タ
ク
シ
ー･

ガ
ソ
リ
ン
券
交
付
申
請
書
▼

上
表
に
該
当
す
る
等
級
の
認
定
を
受
け
た
各
種
障
害

者
手
帳
▼
認
め
印

【
申
請
・
問
合
せ
先
】

障
害
福
祉
課
（
☎
６４
・
１
３
７
２
）

市
は
、
市
営
大
住
霊
園
の
使
用
者
を

募
集
し
ま
す
。

【
場
所
】

京
田
辺
市
大
住
小
林
１６
・
１
ほ
か

【
募
集
数
】

３
区
画（
１
区
画
＝
１
・
４４
㎡〈
１
・
２

ｍ
×
１
・
２
ｍ
〉、
巻
き
石
を
含
む
）

【
費
用
（
１
区
画
）】

▼
永
代
使
用
料
＝
４０
万
円
▼
管
理
料

＝
年
３
千
円

【
申
込
資
格
】

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

▼
自
宅
に
遺
骨
が
あ
り
、
埋
火
葬
許

可
証
（
原
本
）
を
持
っ
て
い
る
▼
平
成

２３
年
５
月
１５
日
以
前
か
ら
本
市
に
住
民

登
録
か
外
国
人
登
録
を
し
、
直
系
親
族

を
代
表
し
て
墳
墓
の
祭
祀
（
さ
い
し
）

を
主
宰
す
る
▼
墓
地
の
使
用
許
可
日
か

ら
３
年
以
内
に
墓
碑
な
ど
を
設
置
で
き

る
▼
墓
地
使
用
料
な
ど
を
納
入
期
日
ま

で
に
一
括
納
入
で
き
る
▼
平
成
２５
年
度

以
降
の
墓
地
管
理
料
を
金
融
機
関
の
自

動
引
き
落
と
し
で
支
払
う
こ
と
が
で
き

る
【
申
込
方
法
】

環
境
課
・
北
部
住
民
セ
ン
タ
ー
・
中
部

住
民
セ
ン
タ
ー
・
三
山
木
福
祉
会
館
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、

郵
送
し
て
く
だ
さ
い

【
し
め
き
り
】

４
月
１２
日
㈭
（
当
日
消
印
有
効
）

多
数
の
場
合
は
、
５
月
１５
日
㈫
午
後

１
時
３０
分
か
ら
公
開
抽
選
を
行
い
ま

す
。【

申
込
・
問
合
せ
先
】

環
境
課
（
〒
６
１
０
・
０
３
９
３
〈
住

所
不
要
〉、
☎
６４
・
１
３
６
６
）

近
年
、自
転
車
の
整
備

不
良
や
運
転
中
の
事
故

が
増
え
て
い
ま
す
。
い

つ
、
あ
な
た
が
被
害
者
・

加
害
者
に
な
る
か
分
か

り
ま
せ
ん
。万
一
の
備
え

と
し
て
、Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
制

度
が
あ
り
ま
す
。

同
制
度
は
、定
期
的
に

自
転
車
の
点
検
・
整
備
を

受
け
る
こ
と
や
、自
転
車

事
故
の
被
害
者
の
救
済

を
目
的
と
し
た
制
度
で

す
。Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
の
付
い

た
自
転
車
安
全
整
備
店

の
看
板
が
あ
る
お
店
で
、

点
検
・
整
備
時
に
１
千
円

（
修
理
・
部
品
代
別
）
を

支
払
う
と
、Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク

付
帯
保
険
に
加
入
で
き

ま
す
。

安
全
な
自
転
車
利
用

の
た
め
に
、同
制
度
を
利

用
し
ま
し
ょ
う
。

詳
し
く
は
、Ｔ
Ｓ
マ
ー

ク
制
度
加
盟
店
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
先
】

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

（
☎
６４
・
１
３
０
７
）

Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク

付
帯
保
険
と
は

Ｔ
Ｓ
マ
ー
ク
の
貼

ら
れ
た
自
転
車
を
運

転
中
に
事
故
を
起
こ

し
た
場
合
、
死
亡
・
重

度
後
遺
障
害
に
対
す

る
傷
害
保
険
金
や
賠

償
責
任
保
険
金
が
支

払
わ
れ
ま
す
。
た
だ

し
、支
払
い
に
は
一
定

の
条
件
が
あ
り
ま
す
。

有
効
期
間
は
、点
検

日
か
ら
１
年
間
で
す
。


